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ろばたのつどい開催のお知らせ 
 

 

南橘地区地域づくり推進協議会からのお知らせ 
秋の恒例行事を開催しました 

 

快晴の中、菜の花プロジェクト会員やエコクラブの子ども達など  ２８人が参加し関根町を歩いた後、南橘町の歴史を学びました。 

４６人が参加し、田口菜の種まきを行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

 

平成３０年１１月１５日 

南橘地区の世帯と人口  

世帯 １８，１３４世帯  

人口 ３９，３８３人 

 男 １９，１８９人 

女 ２０，１９４人 

(平成３０年１０月末日現在) 

 

南橘地区在住の小学生以下の子ども(とその保護者)を対象

に、日本で古くから受け継がれてきた「もちつき・わら細工・

竹細工・お手玉」等の遊びを体験してもらうため、今年も南

橘地区恒例の「ろばたのつどい」を開催します。たくさんの

方の参加をお待ちしています。 

駐車場内でイベントを開催するため、自動車でのご来場は 

ご遠慮ください。 

開催日時：１２月９日(日) 

午前１０時～午後１２時３０分 

会  場：南橘公民館 

参 加 費：無料 

対    象：南橘地区在住の小学生以下と 

その保護者(先着３００人) 

※詳細は､地区内各小学校等にチラシを配布いたします。 

ご覧ください。 

問 合 せ：南橘公民館 電話２３１－２３７６ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月７日（金）に特設人権相談所を開設 

子どもに関すること、仕事や家庭、近隣間の悩み事等、毎 

日の暮らしの中で起こるさまざまな人権問題について、人権 

擁護委員が相談に応じます。 

費用は無料で、秘密は厳守します。 

日時：１２月７日（金）午後１時～午後４時 

会場：前橋プラザ元気21(5階学習室)、宮城公民館、粕川隣保館、 

富士見公民館 

申込み：当日会場へ直接お越しください。 

問合せ：前橋市生活課 電話０２７-８９８-６２３６ 

 

南橘分館図書だより〔今月の新刊情報〕 
 【一般書】 
☆iPod特許侵害訴訟            新井信昭 

☆おとな時間を重ねる           後藤由紀子 

☆太りやすく、痩せにくくなったら読む本  木村容子 

☆はじめてのｲﾝﾄﾞｱｸﾞﾘｰﾝの選び方と楽しみ方 尾崎忠/監修 

☆感動経営                唐池恒二 

☆お二階へご案内～            三遊亭兼好 

☆そんなとき隣に詩がいます        谷川俊太郎 

☆夏井いつきの季語道場          夏井いつき 

☆ことことこーこ             阿川佐和子 

１２月の「よみきかせ会」を開催 

日時：１２月１５日(土)午前１０時３０分～ 

内容：絵本の読み聞かせなど 桃川小学校読み聞かせの会 

【児童書･絵本】 

☆おいも！                石津ちひろ 

☆ふねひこうきバスきしゃ         塚本やすし 

☆パンのずかん              大森裕子 

☆ぼくらの一歩              いとうみく 

☆リスのたんじょうび           トーン･テレヘン 

☆きのこレストラン            新開孝/写真･文 

☆どうぶつどんどん            たしろちさと 

休館日 

１１月１９日(月) １１月２６日(月)  

１２月３日(月) １２月１０日(月) 

※先月号〔新刊情報〕絵本の欄でどんぐりむらのいちねんか

んの著者名を「なかやみや」としてしまいました。正しくは 

「なかやみわ」著、お詫びして訂正いたします。(敬称略) 

11 月 12 日(月)から 25 日(日)まで 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間です 

 配偶者などからの女性に対する暴力、性犯罪、ストーカー 

行為、売買春、人身取引やセクハラなどの女性に対する暴力 

は、女性の人権を侵害するとともに決して許されない行為で 

す。ひとりで悩まないでまずは相談を！ 

相談先：ＤＶ電話相談(平日 午前９時から午後５時) 

    電話０２７－８９８－６５２４ 

多様な性について考えよう 
～誰もがありのままの自分でいられるために～ 

 ＬＧＢＴ(同性愛者や性別に違和感のある人などの性的 

少数者)は、約１３人に１人いると言われています(※)。 

左利きの人の割合とほぼ同じ、身近な存在です。 

 ＬＧＢＴの人は外見からはわからない人もいますが、共

に生活しています。何気ない言葉で傷つけていることがあ

るかもしれません。「ホモ」「オカマ」「レズ」など、Ｌ

ＧＢＴへの差別的意味合いを含む言葉は使わないよう配慮

しましょう。 

 また、「男なら家庭を持って一人前」「もっと女らしく

しないと」など男女を前提とした考え方をしないなど、自

分の言葉や思い込みを見直してみましょう。 

 互いの違いや多様性を認め合うことは、ＬＧＢＴを含む

全ての人々が自分らしく生きていくためにとても大切なこ

とです。 
 

(※)平成２８年ＬＧＢＴ総合研究所調べ 

南橘地区文化祭中止のお知らせ 

 前月号でお知らせしたとおり、今年度の南橘地区文化祭 

は、南橘公民館の建替え工事により会場の確保が困難なた 

め、中止となります。 

統計調査協力員を募集します 

 統計調査実施時に、調査票の配布や回収、検査などを行 

う統計調査協力員を募集します。 

調査に従事すると報酬を支給します。 

対象：前橋市在住の２０歳以上で、税務、警察、選挙など 

に直接関係がなく、調査で知り得た秘密を守れる人 

報酬：１調査３万円～５万円程度 

申込み：随時、前橋市情報政策課統計分析係 

     電話０２７-８９８-６５１８へご連絡ください。 

「人権について考える」 

【人権とは】 

 何のことでしょうか？ 

人権とは誰もが生まれながらに持っている自分らしく生

きる権利のことです。 

 この権利は日本国憲法によってすべての国民に保障され

ています。しかし、現実にはさまざまな偏見やいわれのない

差別により人権侵害が起こっています。 

 私たちは他人の基本的人権を互いに尊重しあうとともに、

それを自分たちの手で守り育てていかなければなりません。 

 今もあるさまざまな偏見や差別問題をとおして、人権の問

題について考えてみましょう。 

 

前橋市・前橋市教育委員会発行「やさしい心」 


